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令和６年度規制改革に関する提案募集要項 
 
 
１ 趣旨 

本県及び県内市町が条例等で独自に設けている規制において、社会構造や経済情勢の変

化に応じた事業活動の妨げとなっているものを見直し、人口減少下でも活力ある地域づく

りを目指す。 

このため、見直しが必要と考えられる具体的な規制（支障事例）を幅広く募集し、「兵庫

県規制改革推進会議（以下「推進会議」という。）」において協議・検証した結果見直しが

必要とされた場合は、当該規制の所管団体に対して条例改正等の助言を行う。 

 

２ 提案主体 

(1) 兵庫県 

(2) 県内市町 

(3) 県内で事業を行っている企業・団体等 

(4) 県内にお住まいの方 

  ※ 県及び市町の提案には、県民、県関係団体、企業、ＮＰＯ等からの意見や要望等を反

映した提案となるように努めることとする。 

 

３ 募集期間 

通年募集 

うち集中募集期間 令和６年３月21日(木)～７月１日(月) 

※規制改革の取組を加速するため、重点的に募集する期間として、集中募集期間を設

定する。 

 

４ 提案対象 

・兵庫県及び県内市町の条例、規則等に基づく独自規制により、行政や企業等の事業活

動の妨げとなっている規制の見直し 

・上記のほか、県民サービスの向上につながる行政手続の簡素化等 

※ 独自規制とは、法令等に基づく基準に条例等で上乗せ規制（法令と同じ目的で、法令

の規制対象について法令より厳しい基準を定めるもの）又は横出し規制（法令の規制

対象に隣接する事項について規制するもの）をしているものや、法令による規制がな

く条例等のみで規制をしているもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 法令等のみに基づく規制の改革に関する提案は、推進会議ではなく、国が実施している地方

分権改革に関する提案募集、特区等に関する提案、規制改革ホットライン等の国が目的別に

設置している窓口へ直接提案することを基本とするが、例えば県及び市町の業務に密接に関

連する規制等については必要に応じて推進会議で取り扱い、国への提案に係る助言を行う。 

  

［提案の対象外としているもの］ 

① 県及び市町の予算や組織に関するもの 

例）事務事業の新設や事業執行予算の増額及び減額 

補助金交付要綱の見直し（単なる補助率の引き上げや採択要件の切り下げ 等） 

地方税制度の見直し（税率の引き下げや税目の廃止 等） 

組織の創設及び廃止（都道府県の廃止、市町の合併、課の創設 等） 

② 県及び市町の所管する規制と関係がないもの（個人の思想信条に関するもの、係争
中の裁判事件等の個別の紛争事項に関するもの、誹謗中傷 等） 
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５ 事務フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 年間スケジュール（予定） 

３月～７月 ・規制改革に関する提案の集中募集期間 

５月～７月 
・条例等所管団体及び事務局における対応方針案（規制を設定
する必要性など）の検討 

７月下旬頃 ・第１回会議開催（提案への対応方針に関する協議 等） 

８月～10月下旬 
・推進会議の意見を踏まえた条例等所管団体及び事務局におけ
る対応方針案の再検討 

11月頃 
・第２回会議開催（第１回会議で再検討となった規制の対応方
針に関する協議 等） 

12月～１月下旬 
・推進会議の意見を踏まえた条例等所管団体及び事務局におけ
る対応方針案の再検討 

２月頃 

・第３回会議開催（第２回会議で再検討となった規制の対応方
針に関する協議 等） 

・報告書の取りまとめ、公表 

７ 提案の提出方法 

・別紙「様式」及び参考資料をメールに添付して提出してください。 

・電子メールの件名は、「推進会議 支障事例の送付 提出者名」と記載してください。 

・回答様式の電子データファイル名は、「提案者名・提案名」と記載してください。 

・参考資料については、できるだけ電子データ化してメールに添付頂くとともに、回答様

式に記載された内容のうち、どの部分を説明しているかが分かるようにお示し願います。 

・匿名による提出は受け付けできません。 

＜提出先・問い合せ先＞ 
兵庫県企画部広域調整課 白藤 
電 話：078-362-3057 (内線2238) 
メール：Takashi_Shirafuji@pref.hyogo.lg.jp 

提案募集の開始 ・県、市町が条例等で設けている規制の改革に関する提案を募集

提案の受理 ・提出された提案を事務局で取りまとめ [提案主体等→事務局]

・支障事例に関する根拠規定など、提案内容について県所管部局に

　確認 [事務局→県所管部局]

・必要に応じて提案主体等へのヒアリングを実施 [事務局→提案主体等]

・条例等所管団体で、支障事例への対応方針を検討

・他団体の規制緩和等の状況を踏まえ、対応方針案を作成

・対応方針案を協議・検証し、規制の見直しの必要性を議論

・年度内に審議が終結しない場合は、引き続き検討

・推進会議で報告書を取りまとめ、公表
　結果区分（①規制・手続きの見直し、②制度内容の明確化、③制度内容の
                 周知、④現行の規制・手続を維持　など）

・見直しとなった項目について、条例等所管団体に対し、条例改正等の

　対応を助言

提案内容の確認

対応方針案の検討

推進会議の開催

報告書の取りまとめ

継続審議

事案


